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(57)【要約】
【課題】　吸収性物品のシャーシから離間する離隔シー
トに形成された連通部と、排泄位置とがずれるのを抑制
することができる。
【解決手段】　内外面シート６，７の間に吸液構造体１
５が形成され、内面シート６の身体側に離隔シート１８
が形成される。離隔シート１８の両側部分２１，２２が
第１接合部３０，３１を介して内面シート６に接合され
る。第１接合部３０，３１は、縦方向Ｙに連続して延び
、厚さ方向において吸液構造体１５にほぼ重なる。離隔
シート１８の身体側に形成された漏れ防止カフ３５，３
６は、離隔シート１８の横方向Ｘ外側に位置する第２接
合部４１，４２を介して内面シート６に接合されるとと
もに、前ウエスト域３において第３接合部５０を介して
離隔シート１８と接合し、後ウエスト域４において第４
接合域５１を介して離隔シート１８と接合される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向および横方向と、身体側および着衣側と、前記縦方向に連なる前ウエスト域、後
ウエスト域および前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と、少なくとも前記クロッ
チ域に配置される吸液構造体とを有するシャーシと、前記シャーシの前記身体側にあって
前記クロッチ域から離間可能に形成された離隔シートと、少なくとも前記クロッチ域を前
記縦方向に延びて伸長状態で収縮可能に取り付けられたレッグ弾性部材とを含む吸収性物
品において、
　前記離隔シートは、前記横方向に対向して前記縦方向に延びる一対の両側部分と、前記
両側部分の間に連なる中間部分と、前記両側部分および前記中間部分によって形成され前
記身体側と前記シャーシ側とを連通させる連通部と、前記両側部分を前記シャーシに接合
する接合部とを含むとともに、少なくとも前記クロッチ域において前記縦方向に弾性化さ
れ、前記接合部が前記吸液構造体と重なる位置に形成され、
　前記レッグ弾性部材は、前記吸液構造体の前記横方向外側に延設され、
　前記吸液構造体は、前記縦方向に対向して前記横方向に延びる前後端縁を対向させるよ
うに湾曲することによって、前記離隔シートと前記吸液構造体との間に空隙を形成し、少
なくとも前記中間部分が着用者の肌に接触可能に形成されることを特徴とする前記吸収性
物品。
【請求項２】
　前記接合部は、少なくとも前記クロッチ域において前記縦方向に延びて形成される請求
項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記離隔シートの前記両側部分は、前記縦方向に延びる折曲線を介して前記シャーシ側
に折り返される領域を形成し、この領域に前記接合部が形成される請求項１または２記載
の吸収性物品。
【請求項４】
　前記接合部は、前記シャーシの前記縦方向の寸法を二等分する横中心線よりも前記前ウ
エスト域側において前記接合部の前記横方向の内側と外側とを連通する連通路を形成する
請求項１～３のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記シャーシの前記身体側に、前記縦方向に延びる一対の漏れ防止カフをさらに含み、
　前記漏れ防止カフは、前記シャーシに固定される基側縁と、前記シャーシから離間する
自由側縁とを含み、前記基側縁に前記レッグ弾性部材が取り付けられる請求項１～４のい
ずれかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記レッグ弾性部材は、前記離隔シートの両側部分と略平行に延びる請求項１～５のい
ずれかに記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記レッグ弾性部材は、前記前ウエスト域と前記クロッチ域との境界から前記後ウエス
ト域と前記クロッチ域との境界まで延びるとともに、前記レッグ弾性部材の両端部は前記
吸液構造体の前記横方向外側に位置し、前記接合部は少なくとも前記両端部に対応する位
置において前記吸液構造体に重なる請求項１～６のいずれかに記載の吸液性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、吸収性物品に関し、さらに詳しくは使い捨てのおむつ、排便トレーニング
パンツ、失禁ブリーフ等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、使い捨てのおむつにおいて、便および尿を通過させる開口部が形成されたシート



(3) JP 2009-291321 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

を有するものとして、例えば特開平９－５１０３８５号公報（特許文献１）が公知である
。この特許文献１によれば、おむつは内方シートと、外方シートと、内方シートのさらに
身体側内面に配置されるフローティングシートとを有している。フローティングシートに
は便および尿を通過させる前後開口部が形成されている。この前後開口部に沿って縦方向
にフローティングシート用の弾性部材が伸長状態で取り付けられ、この弾性部材の収縮に
よってフローティングシートがシャーシから離間して着用者の肌に接触する。離間したフ
ローティングシートの前後開口部を介して便および尿が排泄され、便等が着用者の肌に直
接付着するのを防止している。
【０００３】
　フローティングシートの横方向外側であって、内方シートと外方シートとの間には、内
外方シートの両側縁に沿って縦方向に延びるレッグ弾性部材が伸長状態で取り付けられて
いる。レッグ弾性部材の収縮によって両側縁がそれぞれ着用者の脚周りに密着し、尿等の
漏れを防止する。
【特許文献１】特開平９－５１０３８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のようなおむつを着用した状態で着用者の脚が動くと、この動きに追従して内外方
シートの両側縁とレッグ弾性部材とが動く。レッグ弾性部材の横方向内側にはフローティ
ングシートが形成されているので、レッグ弾性部材が動くとフローティングシートも動い
てしまい、フローティングシートが着用者から離間して接触しなくなったり、フローティ
ングシートの開口形状が変形してしまったりする。フローティングシートが着用者から離
間したり、開口が変形したりすると、排泄位置と開口の位置とがずれて、フローティング
シート上に排泄物が排泄される可能性がある。フローティングシート上に排泄された便等
が着用者に接触することによって、肌トラブルを引き起こしかねない。
【０００５】
　この発明では、吸収性物品のシャーシから離間する離隔シートに形成された連通部と、
排泄位置とがずれることがない吸収性物品を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、縦方向および横方向と、身体側および着衣側と、前記縦方向に連なる前ウ
エスト域、後ウエスト域および前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と、少なくと
も前記クロッチ域に配置される吸液構造体とを有するシャーシと、前記シャーシの前記身
体側にあって前記クロッチ域から離間可能に形成された離隔シートと、少なくとも前記ク
ロッチ域を前記縦方向に延びて伸長状態で収縮可能に取り付けられたレッグ弾性部材とを
含む吸収性物品の改良に関わる。
【０００７】
　この発明は前記吸収性物品において、前記離隔シートは、前記横方向に対向して前記縦
方向に延びる一対の両側部分と、前記両側部分の間に連なる中間部分と、前記両側部分お
よび前記中間部分によって形成され前記身体側と前記シャーシ側とを連通させる連通部と
、前記両側部分を前記シャーシに接合する接合部とを含むとともに、少なくとも前記クロ
ッチ域において前記縦方向に弾性化され、前記接合部が前記吸液構造体と重なる位置に形
成される。前記レッグ弾性部材は、前記吸液構造体の前記横方向外側に延設される。前記
吸液構造体は、前記縦方向に対向して前記横方向に延びる前後端縁を対向させるように湾
曲することによって、前記離隔シートと前記吸液構造体との間に空隙を形成し、少なくと
も前記中間部分が着用者の肌に接触可能に形成されることを特徴とする。
【０００８】
　好ましい実施態様のひとつとして、前記接合部は、少なくとも前記クロッチ域において
前記縦方向に延びて形成される。
【０００９】
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　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記離隔シートの前記両側部分は、前記縦方向
に延びる折曲線を介して前記シャーシ側に折り返される領域を形成し、この領域に前記接
合部が形成される。
【００１０】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記接合部は、前記シャーシの前記縦方向の寸
法を二等分する横中心線よりも前記前ウエスト域側において前記接合部の前記横方向の内
側と外側とを連通する連通路を形成する。
【００１１】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記シャーシの前記身体側に、前記縦方向に延
びる一対の漏れ防止カフをさらに含み、前記漏れ防止カフは、前記シャーシに固定される
基側縁と、前記シャーシから離間する自由側縁とを含み、前記基側縁に前記レッグ弾性部
材が取り付けられる。
【００１２】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記レッグ弾性部材は、前記離隔シートの両側
部分と略平行に延びる。
【００１３】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記レッグ弾性部材は、前記前ウエスト域と前
記クロッチ域との境界から前記後ウエスト域と前記クロッチ域との境界まで延びるととも
に、前記レッグ弾性部材の両端部は前記吸液構造体の前記横方向外側に位置し、前記接合
部は少なくとも前記両端部に対応する位置において前記吸液構造体に重なる。
【発明の効果】
【００１４】
　離隔シートは、横方向に対向して縦方向に延びる一対の両側部分が接合部を介してシャ
ーシに接合される。接合部は、吸液構造体と重なる位置に形成されることとしたので、離
隔シートは剛性の高い吸液構造体に接合されることとなる。レッグ弾性部材は、吸液構造
体の横方向外側に位置する。したがって、着用者の脚の動きに追従してレッグ弾性部材が
動いたとしても、このレッグ弾性部材の動きが吸液構造体で規制されて、離隔シートに伝
わるのを抑制することができる。離隔シートの動きが抑制されるので、離隔シートの連通
部と着用者の排泄位置とのずれが抑制され、離隔シートの着用者側に排泄物が排泄される
のを抑制することができる。
【００１５】
　接合部は、少なくともクロッチ域において縦方向に延びて形成されることとしたので、
脚の動きによるレッグ弾性部材の移動の影響が大きい部位において、レッグ弾性部材によ
って離隔シートが動いてしまうのを規制することができる。したがって、より一層離隔シ
ートの連通部と排泄位置との位置ずれを抑制することができる。
【００１６】
　離隔シートの両側部分は、縦方向に延びる折曲線を介してシャーシ側に折り返される領
域を形成し、この領域に接合部が形成されることとしたので、シャーシと離隔シートとの
離間距離を大きくすることができ、離隔シートに対するレッグ弾性部材の移動による影響
を減少させることができる。
【００１７】
　接合部は、シャーシの縦方向の寸法を二等分する横中心線よりも前ウエスト域側におい
て接合部の横方向の内側と外側とを連通する連通路を形成することとしたので、接合部の
横方向内側に排泄された尿等を外側に移行させることができ、接合部の横方向の内外側の
いずれにおいても尿等を吸液構造体で吸収することができる。すなわち、広い範囲で尿等
を吸収することができ、尿等の漏れを予防することができる。
【００１８】
　シャーシの身体側に、縦方向に延びる一対の漏れ防止カフをさらに含むこととし、漏れ
防止カフの基側縁にレッグ弾性部材が取り付けられることとしたので、吸液構造体を形成
するシートとは別のシートにレッグ弾性部材を取り付けることができ、吸液構造体を介し
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たレッグ弾性部材の移動による離隔シートへの影響をより一層減少させることができる。
【００１９】
　レッグ弾性部材が、離隔シートの両側部分と略平行に延びるようにしたので、両側部分
に形成された接合部とレッグ弾性部材との離間距離をほぼ一定にすることができ、レッグ
弾性部材の離隔シートに対する影響も一定にすることができる。したがって、局部的にレ
ッグ弾性部材の影響が大きくなることを抑制することができる。
【００２０】
　レッグ弾性部材はテープ状のゴムによって形成され、このレッグ弾性部材が、前ウエス
ト域とクロッチ域との境界から後ウエスト域とクロッチ域との境界まで延びることとして
いる。すなわち、レッグ弾性部材はクロッチ域の縦方向全域に亘って形成されることとな
る。このようなレッグ弾性部材の両端部は吸液構造体の横方向外側に位置させ、接合部は
吸液構造体に重なることとしているので、レッグ弾性部材の移動量が大きいクロッチ域に
おいて、接合部に対するレッグ弾性部材の影響を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　吸収性物品として使い捨ておむつを用い、この発明の一例を説明する。
【００２２】
＜第１の実施形態＞
　図１～８は第１の実施形態を示したものである。図１はおむつ１の着用状態を示した図
である。図示したように、この実施形態のおむつはいわゆるプルオン・パンツ型のもので
ある。おむつ１はシャーシ２によってパンツ型に形成され、シャーシ２は前ウエスト域３
、後ウエスト域４および前記前後ウエスト域３，４間に位置するクロッチ域５を含んでい
る。前ウエスト域３からクロッチ域５を通って後ウエスト域４へと向かう方向を縦方向Ｙ
とし、これに直交する方向を横方向Ｘとしている。
【００２３】
　シャーシ２は、身体側内面を形成する内面シート６と、着衣側外面を形成する外面シー
ト７と、内外面シート６，７の前後ウエスト域３，４に取り付けられた前後フラップ８，
９とを含む。前後フラップ８，９は、少なくとも横方向Ｘに伸縮可能な弾性シートによっ
て形成されている。後フラップ９の着衣側外面に、前フラップ８の身体側内面が重なって
間欠的に接合されて接合部１０を形成することにより、パンツ形状を形成する。このよう
にパンツ形状が形成されることによって、前後ウエスト域３，４で囲まれた領域にウエス
ト開口１１と一対のレッグ開口１２が形成されている。
【００２４】
　図２はおむつ１の前後フラップ８，９の接合部１０の接合を解き、おむつ１を縦方向Ｙ
と横方向Ｘとに展開し、前後ウエスト域３，４とクロッチ域５とが同一平面上に位置する
ようにしたおむつ１の平面図であり、説明のため一部を破断させている。図３は図２の分
解組立図であり、説明のため一部を破断させている。おむつ１は、平面状になるように各
弾性部材の伸縮力を作用させない状態を示している。おむつ１は、横方向Ｘの寸法を二等
分する縦中心線Ｐ－Ｐと、縦方向Ｙの寸法を二等分する横中心線Ｑ－Ｑとを有し、縦中心
線Ｐ－Ｐに関して左右対称である。図４，図５，図６は、それぞれ図２のＩＶ－ＩＶ線端
面図、Ｖ－Ｖ線端面図、ＶＩ－ＶＩ線端面図である。
【００２５】
　図示したように、内外面シート６，７はほぼ同形同大の繊維不織布であり、縦方向Ｙに
延びて略矩形を形成している。外面シート７の身体側には、不透液性の漏れバリアシート
１４が形成され、漏れバリアシート１４のさらに身体側には吸液構造体１５が形成されて
いる。内外面シー６，７は通気性かつ疎水性の不織布等で形成され、漏れバリアシート１
４および吸液構造体１５を介して互いに接合されている。
【００２６】
　吸液構造体１５は、縦方向Ｙに対向して、横方向Ｘに延びる前後端縁１５ａ，１５ｂを
含む。吸液構造体１５は、吸液性芯材１６と、吸液性芯材１６を包む吸液拡散シート１７
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とを含み、少なくともクロッチ域５に形成され、クロッチ域５から前後ウエスト域３，４
に向かって延びている。
【００２７】
　内外面シート６，７の前後ウエスト域３，４には、前後フラップ８，９の内側縁８ａ，
９ａが取り付けられ、横方向Ｘの外側に向かって外側縁８ｂ，９ｂが延出している。内面
シート６の身体側には離隔シート１８が形成される。離隔シート１８は、内面シート６側
に位置する第１シート１９と、第１シート１９の身体側に積層された第２シート２０とを
含む。これら第１シート１９と第２シート２０とから形成される離隔シート１８は、横方
向Ｘに対向する両側部分２１，２２と両側部分２１，２２の間に連なる中間部分２３とを
有し、中間部分２３はクロッチ域５に位置している。両側部分２１，２２および中間部分
２３によって前後方連通部２４，２５を形成している。前方連通部２４は、中間部分２３
から前ウエスト域３に向かって開口してほぼＵ字形を形成し、後方連通部２５は、中間部
分２３から後ウエスト域４に向かって開口しほぼＵ字形を形成している。
【００２８】
　第１シート１９は、両側部分２１，２２に縦方向Ｙに延びる折曲線２６，２７を形成し
、この折曲線２６，２７に沿って両側部分２１，２２が内面シート６側に折り返され、折
返し領域２８，２９を形成する。折返し領域２８，２９を内面シート６に接合し、第１接
合部３０，３１を形成している。図７は第１接合部３０，３１の位置関係が分かりやすい
ように、図２のおむつ１から漏れ防止カフ３５，３６を省略したものである。図示したよ
うに、第１接合部３０，３１は、離隔シート１８の前端縁から後端縁まで縦方向Ｙに連続
して延びるとともに、厚さ方向において吸液構造体１５にほぼ重なるようにしている。
【００２９】
　第１シート１９と第２シート２０との間には、一対の離隔シート弾性部材３３，３４を
伸長状態で取り付けている。離隔シート弾性部材３３，３４は、前後方連通部２４，２５
に沿って取り付けられ、中間部分３２において縦中心線Ｐ－Ｐに向かって湾曲している。
離隔シート弾性部材３３，３４は離隔シート１８に対して縦方向Ｙの収縮力を付与するも
のであるので、例えば離隔シートが伸縮性シートで形成されている場合など縦方向Ｙに弾
性化可能であれば、必ずしも用いる必要はない。
【００３０】
　離隔シート１８の第２シート２０のさらに身体側には、一対の漏れ防止カフ３５，３６
を形成している。漏れ防止カフ３５，３６は、横方向Ｘに離間して縦方向Ｙに延びる一対
のシートによって形成され、それぞれ二枚重ねになっている。漏れ防止カフ３５，３６は
、横方向Ｘにおいて離隔シート１８の外側に位置して内面シート６に接合される基側縁３
７，３８と、離隔シート１８の身体側に位置し、離隔シート１８から離間する自由側縁３
９，４０とを含む。基側縁３７，３８は、漏れ防止カフ３５，３６の横方向Ｘ外側に位置
し、縦方向Ｙに延びる第２接合部４１，４２を介して内面シート６に接合されることによ
って形成される。漏れ防止カフ３５,３６は、前ウエスト域３において第３接合部５０を
介して離隔シート１８と接合し、後ウエスト域４において第４接合域５１を介して離隔シ
ート１８と接合している。
【００３１】
　漏れ防止カフ３５，３６の自由側縁３９，４０は、基側縁３７，３８の横方向Ｘ内側に
位置し、少なくともクロッチ域５においては内面シート６および離隔シート１８には接合
されていない。基側縁３７，３８は内面シート６に接合され、自由側縁３９，４０は接合
されていないので、自由側縁３９，４０が内面シート６から離間可能となる。
　自由側縁３９，４０は、横方向Ｘの外側に向かって折り返され、カフ弾性部材４３，４
４が縦方向Ｙに伸長状態で収縮可能に取り付けられている。カフ弾性部材４３，４４は、
二枚重ねのシートの間に取り付けられ、前後ウエスト域３，４に亘って縦方向Ｙに延びて
いる。
【００３２】
　基側縁３７，３８には、縦方向Ｙに伸長状態で収縮可能に複数条のテープ状のレッグ弾
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性部材４５，４６が取り付けられている。レッグ弾性部材４５，４６は、前後フラップ８
，９の縦方向Ｙの間であってクロッチ域５に縦方向Ｙに延びて取り付けられている。すな
わち、レッグ弾性部材４５，４６は前ウエスト域３とクロッチ域５との境界から後ウエス
ト域４とクロッチ域５との境界にまで延びている。基側縁３７，３８は、吸液構造体１５
には重ならないように、この吸液構造体１５の横方向Ｘの外側において内面シート６に接
合される。したがって、レッグ弾性部材４５，４６も吸液構造体１５には重ならず、この
横方向Ｘの外側に取り付けられる。レッグ弾性部材４５，４６は、少なくとも前後ウエス
ト域３，４とクロッチ域５との境界に位置する両端縁が吸液構造体１５に重ならないよう
に形成されていればよく、その一部が吸液構造体１５に重なっていてもよい。また、レッ
グ弾性部材４５，４６としてはテープ状のゴムに限られるものではなく、糸状、ストラン
ド状、その他一般的なゴムを用いることができる。
【００３３】
　図８は図１のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面図である。図８に示したように、このような構
成のおむつ１において、図１のように前後フラップ８，９を接合させて着用したときには
、吸液構造体１５の前後端縁１５ａ，１５ｂが対向するように湾曲し、カフ弾性部材４３
，４４の収縮力によって漏れ防止カフ３５，３６が内面シート６から起立するように離間
して、おむつ１の内側から外側に尿等が漏れるのを防止する壁を形成する。また、離隔シ
ート弾性部材３３，３４の収縮力によって離隔シート１８が吸液構造体１５から離間して
、これらの間に空隙４７を形成する。離隔シート１８のクロッチ域５には中間部分２３が
形成されているので、離隔シート１８が浮き上がることによって、中間部分２３が着用者
の股下部分に接触する。そして、前方連通部２４に着用者の外性器を一致させ、前方連通
部２４を介して空隙４７に排尿が可能となる。後方連通部２５には肛門を一致させ、後方
連通部２５を介して空隙４７に排便が可能となる。このように排泄位置と前後方連通部２
４，２５とを一致させることによって排泄物を空隙４７へと誘導し、排泄物が着用者の肌
に付着するのを防止して、排泄物が肌に付着することによる肌トラブルを予防することが
できる。
【００３４】
　おむつ１の着用時においては、前後フラップ８，９の収縮力によって前後ウエスト域３
，４が横方向Ｘに弾性化され、前後ウエスト域３，４が着用者の肌に密着し、尿等のウエ
ストからの漏れを防止することができる。また、レッグ弾性部材４５，４６の収縮力によ
って、クロッチ域５が縦方向Ｙに弾性化されて内外面シート６，７が肌に密着し、着用者
の脚周りからの尿等の漏れを防止することができる。
【００３５】
　この実施形態において、離隔シート１８と内面シート６とを接合する第１接合部３０，
３１を吸液構造体１５と重なるように形成し、レッグ弾性部材４５，４６を吸液構造体１
５の横方向Ｘの外側に位置させて、吸液構造体１５とは重ならないように形成している。
吸液構造体１５は吸液性芯材１６を含み、他のシートに比べて剛性が高くなっている。し
たがって、おむつ１の着用時に着用者が動いて、レッグ弾性部材４５，４６が動いたとし
ても、レッグ弾性部材４５，４６の動きは吸液構造体１５によって規制され、離隔シート
１８には伝達されない。したがって、離隔シート１８が着用者に対して動いてしまうこと
がなく、前後方連通部２４，２５と排泄位置とがずれるのを抑制することができる。位置
ずれすることがないので、離隔シート１８の身体側に尿便等が付着することがなく、肌ト
ラブルを予防することができる。
【００３６】
　この実施形態では、レッグ弾性部材４５，４６と第１接合部３０，３１は、少なくとも
横方向Ｘにおいて約１０ｍｍ以上離間するようにしている。これら離間距離を１０ｍｍ以
上とすることによって、より一層レッグ弾性部材４５，４６の動きが、離隔シート１８に
伝達するのを抑制することができる。
　第１接合部３０，３１は、吸液構造体１５の前端縁１５ａから後端縁１５ｂに亘って形
成されることとしているが、少なくともクロッチ域５に形成されるものであればよい。前
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後ウエスト域３，４は、前後フラップ８，９によって着用者の胴体に密着させられるため
、脚の動きに付随してシャーシ等が動くことは少ないが、クロッチ域５では脚の動きに付
随して動きやすく、クロッチ域５のレッグ弾性部材４５，４６が動くことによって離隔シ
ート１８が動いてしまう可能性が高いからである。
【００３７】
　第２接合部４１，４２によって漏れ防止カフ３５，３６を内面シート６に接合すること
によって、基側縁３７，３８を形成し、この来側縁３７，３８から自由側縁３９，４０を
起立させるようにして離間することができる。第３および第４接合部５０，５１によって
漏れ防止カフ３５，３６と離隔シート１８を接合することによって、漏れ防止カフ３５，
３６の離間に伴って離隔シート１８を着用者身体側に引き上げることができる。
【００３８】
　この実施形態では、離隔シート１８の両側部分２１，２２に折返し領域２８，２９を形
成することとしているが、折返し領域２８，２９を形成しないものであってもよい。また
、折返し領域２８，２９では、両側部分２１，２２が二重になるように折り返されている
が、三重、四重に折り重ねられているものでもよい。折り重ねが多くなれば、吸液構造体
１５からの離間距離が大きくなり、より一層レッグ弾性部材４５，４６の動きによる影響
を軽減させることができるとともに、確実に中間部分２３を着用者に接触させることがで
きる。
　レッグ弾性部材４５，４６は、クロッチ域５にのみ形成されることとしているが、前後
ウエスト域３，４にまで延びるようにしてもよい。レッグ弾性部材４５，４６が長くなれ
ば、着用者の脚に密着する部分を多くすることができ、尿漏れ防止の効果を向上させるこ
とができる。
【００３９】
　レッグ弾性部材４５，４６は、漏れ防止カフ３５，３６の基側縁３７，３８に取り付け
ることとしているが、漏れ防止カフ３５，３６と内面シート６の間、あるいは、内外面シ
ート６，７の間に取り付けるようにしてもよい。ただし、レッグ弾性部材４５，４６と離
隔シート１８との離間距離を大きくすることによって、レッグ弾性部材４５，４６の移動
による離隔シート１８への影響を減少させることができる。レッグ弾性部材４５，４６を
内外面シート６，７の間に取り付ける場合には、漏れ防止カフ３５，３６は必須の構成要
素とはならない。レッグ弾性部材４５，４６は、縦方向Ｙに略直線状に延びるようにして
いるが、例えばクロッチ域５において縦中心線Ｐ－Ｐに向かって湾曲しているようなもの
でもよい。ただし、レッグ弾性部材４５，４６を直線状に取り付けることによって、離隔
シート１８の両側縁との距離を一定に保つことができる。レッグ弾性部材４５，４６と離
隔シート１８との距離が一定に保たれるので、局部的にレッグ弾性部材４５，４６の引張
力が作用することがなく、レッグ弾性部材４５，４６の引張力によって離隔シート１８が
位置ずれを起こすのを防止することができる。
【００４０】
　離隔シート１８には前後方連通部２４，２５を形成しているが、ひとつの連通部を形成
していればよい。ただし、前後ウエスト域３，４に位置する前後方連通部２４，２５を形
成することによって、尿と便とを別々に吸液構造体１５側に導くことができる。また、中
間部分２３の吸液構造体１５側に空隙４７を前後に隔てるシートを取り付けても良い。こ
のように空隙４７を隔てることによって、空隙４７に排泄された尿と便とが混ざってしま
うのを抑制することができる。
【００４１】
　離隔シート１８は液抵抗性かつ通気性の不織布等、内面シート６および外面シート７は
通気性不織布等、漏れバリアシート１４は透湿性のプラスチックフィルム等、吸液性芯材
１６はフラッフパルプと高吸収性ポリマー粒子との混合物等、それぞれ当技術分野の慣用
素材を用いることができる。第１～第４接合部は、接着剤、サーマルまたはウルトラソニ
ックボンド等の慣用技術によって形成される。
　おむつ１としてプルオン・パンツ型のものを示しているが、着用時に前後ウエスト域を



(9) JP 2009-291321 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

連結させるオープン型のものでもよい。
【００４２】
＜第２の実施形態＞
　図９は第２の実施形態について示したおむつ１の展開平面図であり、分かりやすいよう
に漏れ防止カフ３５，３６の記載を省略したものである。この実施形態において、第１の
実施形態と同様の構成要素には第１の実施形態と同じ符号を用い、その詳細な説明を省略
する。この実施形態では、第１接合部３０，３１において横方向Ｘの内側と外側とを連通
する連通路４８，４９を形成していることを特徴とする。連通路４８，４９は、少なくと
も横中心線Ｑ－Ｑよりも前ウエスト域３側において間欠的に複数形成している。このよう
に連通路４８，４９を形成することによって、前方連通部２４に排泄された尿が、第１接
合部３０，３１の横方向Ｘ外側に流出し、この外側においても吸液構造体１５に吸収させ
ることができる。尿が直接吸液構造体１５に接触する面積が増えるので、その分、尿が吸
収される速度が速くなり、尿漏れを抑制することができる。
【００４３】
　連通路４８，４９は、横中心線Ｑ－Ｑよりも前ウエスト域３側に形成されることとして
いるので、尿の漏れを抑制するのに効果的である。尿は横中心線Ｑ－Ｑよりも前ウエスト
域３側に形成された前方連通部２４を介して吸液構造体１５に排泄されるからである。た
だし、必ずしも前ウエスト域３側のみに形成されるものではなく、クロッチ域５に形成さ
れてもよい。
　形成される連通路４８，４９の数や寸法は、おむつ１の大きさによって適宜変更可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】第１の実施形態のおむつの斜視図。
【図２】図２の展開平面図。
【図３】おむつの分解組立図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線端面図。
【図５】図２のＶ－Ｖ線端面図。
【図６】図２のＶＩ－ＶＩ線端面図。
【図７】図２の説明図。
【図８】図１のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面図。
【図９】第２の実施形態の図７と同様の図。
【符号の説明】
【００４５】
　　１　　おむつ
　　２　　シャーシ
　　３　　前ウエスト域
　　４　　後ウエスト域
　　５　　クロッチ域
　１５　　吸液構造体
　１５ａ　前端縁
　１５ｂ　後端縁
　１８　　離隔シート
　２１　　側部分
　２２　　側部分
　２３　　中間部分
　２４　　前方連通部
　２５　　後方連通部
　２６　　折曲線
　２７　　折曲線
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　２８　　折返し領域
　２９　　折返し領域
　３０　　第１接合部（接合部）
　３１　　第１接合部（接合部）
　３３　　離隔シート弾性部材
　３４　　離隔シート弾性部材
　３５　　漏れ防止カフ
　３６　　漏れ防止カフ
　３７　　基側縁
　３８　　基側縁
　３９　　自由側縁
　４０　　自由側縁
　４５　　レッグ弾性部材
　４６　　レッグ弾性部材
　４８　　連通路
　４９　　連通路

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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